
訪 間 看 護 契 約 書

訪間看護ステーシ ョン太陽・ 豊田

(介護保険事業所番号236S090420)
豊田市竹元町荒子 15名豊病院 1階

TEL 0565-53-9700

様 (以下「利用者」と略す)と訪間者護ステーション太陽・豊田
(以下「ステーション」と略す)は、ステーションが利用者に対して行う訪間看護につ
いて、以下の通りに契約 します。

第 1条 (契約の目的)
ステーションは利用者に対して、居宅における利用者の健康の維持と自立の支援に向け

た適切な訪間香護サービスを提供します。

第 2条 (提供する訪間看護の内容)
1.訪間看護サービスは、介護保険法及び健康保険法等に定める居宅での看護サービス
とし、看護師、理学療法土等によって提供されます。

2.具体的なサービス内容、訪間頻度については、介護保険利用者においては介護サー
ビス計画に基づき、またその他の制度に基づくサービスの場合は、利用者、主治医、

ステーションの協議によって決定します。

3.訪間看護の内容は、毎月訪間看護計画書によって、利用者、主治医に確認し、実施し
ます。

4.ステーションは、保険給付対象サービスとして、心身機能の維持回復のために療養
上の世話や診療の補助を行います。また、保険給付対象外のサービスとして、利用

者との合意に基づき、保険給付の支給限度額を超える訪間者護を提供するものとし

ます。

5.ステーションは、保険給付対象外のサービスとして、利用者の処置に関わる材料の
提供や、死後の処置を行います。

6.ステーションは24時間連絡体制をとり、利用者から電話などにより看護に関する
意見を求められた場合に対応し、緊急時の訪間に常時対応できる体制をとります。

第 3条 (契約期間)
1.契約開始時期は本契約を締結し、主治医より訪間看護指示書を交付された日以降の
最初の訪間日からとします。

2.利用者は申し出により、いつでもこの契約を解約することができます。
3.ステーションはやむを得ない事I盾がある場合、 lヶ月のラ告期間をおいてこの契約
を解約することができます。

①訪間看護の実施に際し、利用者がその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、叉は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合

②利用者が故意、又は重大な過失により、当ステーションの職員の生命・身体・財産・

信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによつて、本契約を継続しが

たい重大な事情を生じさせた場合

4.以下の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が長期の入院、入所した場合

②主治医による指示書の有効期間がすぎ、その後の指示書が得られない場合

③利用者が死亡した場合
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第 4条 (利用料 )
1.利用料は介護保険法、健康保険法等に定める自己負担金額とします。但し利用者が
介護保険料、健康保険料を滞納 し、ステーションが介護報酬‖、診療報酬‖を受領する

ことができない場合は、法で定める介護報酬‖、診療報酬‖の全額をいったんお支払い

いただくことになります。

2.介 護保険の利用限度額を超える訪間や当月の介護サービス計画に記載されていない
訪間については、介護保険で定める介護報酬‖(10割 )をご請求します。

3。 その他保険外のサービスについては、料金を別途定め、事前に提示いたします。

4.利 用料の支払いに関しては、 lヶ 月分を翌月、月初に請求させていただき、現金又
はその他の手段によつて申し受けるものとします。

第 5条 (守秘義務)
ステーションは業務上知り得た利用者の秘密を正当な理由なく第二者に漏らしません。

この守秘義務は契約終了後も同様です。サービスを円滑に実施するために連携するサー

ビス事業者や行政機関に対して情報提供する場合については、事前に利用者からご了解

をいただきます。

第 6条 (損害賠償 )
ステーションは損害賠償保険に加入し、訪間看護中のステーションの責めに帰する事故、

損害については損害の程度、過失割合に応じて、保険の範囲内 (対人賠償 1億円、対物
賠償 1干万円)で補償を行います。

第 7条 (災害時の対応)
災害が発生した場合は、情報の把握に努め、訪間看護の可否を判断します。

第 8条 (苦情処理 )
ステーションのサービスについて苦 I情・ 要望等があれば、お気軽にお間かせください。

誠実に対処いたします。またサービスに対する苦情、相談は、契約している介護支援専

門員、市町村の窓□でも受け付けしております。

第 9条 (その他利用者の連守事項 )
司.訪間看護は主治医に対する定期的な診察に基づいて行われます。あす定期的な診察
(または訪間診療)を受けてください。
2.介護保険証、健康保険証の内容に変更があつた場合には速やかにお知らせください。
3.訪間日時の変更、キャンセルは事前にお矢□らせください。
4.規定の利用料以外の一切の謝礼については固くご辞退申し上げます。
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訪間看護ステーション太陽・豊田 重要事項説明書

1.事業所の概要
名    称
設 置 主 体

住    所
電    話
F  A  X
管  理  者
事 業 所指 定

その他の指定

6.職員体制
管理者 (香護師)

看護師

訪間看護ステーション太陽・豊田

医療法人 純正会
愛矢□県豊田市竹元町荒子15 名豊病院」階
0565-53-9700
0565-53-7090
伊藤 祥平
訪間香護 愛矢□県2363090420号
生活保護法、特定疾患治療研究事業等

2.運営方針
・訪間看護ステーション太陽・豊田は、病気や障害等により、家庭において療養されてしヽる

要介護者の方に対し、住み慣れたご自宅で、自立した日常生活が送れるように支援すると

ともに、,と`」ヽ身の機能の維持回復をめざし、生活の質の保持、向上に努めます。

・事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めます。

3.サービスの内容
・健康状態や病状の観察、健康管理の指導

・ 清潔、食事、排泄等日常生活の支援

・ 医師の指示による医療処置

・ リハビリテーション

・認矢□症の看護

・終末期の香護、在宅で最期を迎えたい方や、ご家族へのサポート

・ ご家族への療養上の指導、福祉サービスの相談、等

4.サ ービスの提供時間
営業国  月～金8程日 (ただし、 12鳳 30日から 1月 3日までを除く)
営業時間 9iOO～ 17:OO
24時間連絡対応体制をとつています。緊急時は、以下の電話番号に連絡してくだされば、
看護師が応対します。状況によっては看護師が時間に関わらす

｀
、訪間いたします。

夜間、休日連絡先 i070-1219-5827

5.サービス提供地馘
豊田市・知立市・安城市・岡崎市・刈谷市・みよし市・東郷町・豊明市

常勤

常勤

非常勤

常勤

非常勤

常勤

1名
3名
1名
1名
1名
1名

(訪間看護業務の統括、看護師兼務)

(訪間看護業務、訪間看護計画立案・報告)

(訪間看護業務、訪間琶護計画立案・報告)

(リハビリテーション業務、訪間香護計画立案・報告)

(リハビリテーション業務、訪間香護計画立案・報告)

(看護補助業務、請求事務業務)

理学療法土

事務職員

訪間看護ステーションにおける理学療法土等の訪間

訪間看護ステーションにおける理学療法土等の訪間看護は、「香護の一環としてのリハビ

リテーション」であり、1情報を香護職員と理学療法士等が共有し、訪間香護計画書・訪間看

護報告書を連携して作成します。

訪間香護業務の一環としてのリハビリテーションについて、理学療法土等は、看護職員の

代わりの訪間になります。このため、月 1回以上は香護師が訪間します。
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2割負担額 3割負担額<基本利用料> 1回あたりの単位数 ‖割負担額

314単位
471単位
823単位
1,128単位

347円

521円

9引 O円

1,247円

694円

1,042円

1,320円

2,494円

1,041円

1,563円

2,730円

3,74‖ 円

訪間看護 1

訪間者護 2

訪間看護 3

訪間者護 4

30分以上 1時 Fttg未満

1時間以上 1時間30″刀｀未満

20分未満

30分未満

303単位
451単位
794単位
1,090単位

335円

499円

878円

1,205円

670円

998円

1,756円

2,4¬ O円

1,O05円

1,497円

2,634円

3,6¬ 5円

介護ラ防訪間蕎護 1

介護ラ防訪間看護2

介護ラ防訪間看護3

介護ラ防訪間看護4
30分以上 1時 F日]未満

1時間以上 ¬時間 30分未満

20分未満

30分未満

325円

314円

650円

623円

975円

942円
訪間蕎護5

介護ラ防訪間看護5

理学療法土による訪間

1固 20分以上 (6固迄/週 )

294単位
284単位

7.利用判金 (自己負担額)
<介護保険利用者>  定められた自己負担割合 (1単位 :11.05円

※1 退院後に円滑に訪間看護が提供できるよう、医療機関と共同し、在宅療養上嚇要な指導を
行つた場合

※2 新規に訪間看護計画を作成した利用者に対し、訪間看護を提供した場合、初回月に算定
退院日に訪間を実施した場合 (I)を、それ以外の場合 (Ⅱ )を算定

※3 専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行つた場合
・サービス提供体制強化加算、緊急時訪間看護加算、特別管理加算につきましては、区分支給限

度基準額の算定対象外となります。

・介護保険の利用限度額を超えた
ノ
刀に`ついては、介護報酬‖の全額となります。 (上記料金1割負担

額の10倍 )
・介護保険適用外の訪間につきましては、実費請求させていただきます。

・計画外の訪間については、介護サービス計画の見直しによつて対応します。

・急性増悪等で主治医から特別訪間看護指示書が出された場合には、医療保険が適用されます。
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<力D算 >  ※夜間。早朝及び深夜の訪間の場合…所定単位数の100分の25及び 100分の50を加算
緊急時訪間看護加第 (I)

緊急時訪間者護加算 (■ )

600単位
574単位

663円

635円

1,326円

1,270円

1,989円

1,905円

特別管理加算 I

特尾U管理加算Ⅱ

留置カテーテル等

在宅酸素、人工肛門等

500単位
250単位

553円

277円

1,106円

554円

1,659円

831円

香護体制強化カロ算 (I)

香護体市」]蛍イヒカロ算 (I)

介護手防者護体制強化加算

550単位
200単位
100単位

608円

221円

111円

1,216円

442円

222円

1,824円

663円

333円

サービス提供体制強化加算 (I)

サービス提供体制強化加算 (I)

6単位

3単位

7円

4円

14円

8円

21円

12円

長時間訪間看護加算 通算 90分以上の場合 300単位 332円 664円 996円

複数名訪間加算 (I)

複数名訪間加算 (I)

(看護補助者との訪間)

30″刀
｀
未満

30分以上

30分未満

30/刀｀以上

254単位
402単位
201単位
317単位

281円

445円

223円

35¬ 円

562円

890円

446円

702円

843円

1,335円

669円

¬,053円

退院時共同指導加算 ※ 1 600単位 663円 1,326円 1,989円

初回加算 (I)

初国加算 (I)
※ 2

350単位
300単位

387円

332円

774円

664円

1,161円

996円

琶護 。介護職員連携強化加算 介護職と連携した場合 250単位 277円 554円 831円

専門管理加算 ※ 3 250単位 277円 554円 831円

□腔連携強化加算 歯科医と連携した場合 50単位 56円 112円 168円

遠I扇死亡診断補助加算 診断の補助をした場合 150単位 166円 332円 498円

ターミナルケア加算 (該当者のみ) 2,500単位 2,763円 5,526円 8,289円

<交通費> 通常の事業の実施地域を超えた場合 800円

<その他の料金> キャンセル料 (当日訪間前までに連絡がなかつた場合) 10害」



<医 用者> 定められた自己負担割合

理学療法士等による訪間の場合

理学療法士等による訪間の場合

理学療法士等による訪間の場合

週 3日 まで

週4日日以降

週 4日 日以降

週 3日まで

週 3日まで

週4日 日以降

5, 550円 /日
6, 550円 /日
5,550円 /日
5,550円 /日
6,550円 /日
5,550円 /日
2,780円 /日
3,230円 /日
2,780円 /日

訪間者護基本療養費 (I)

訪間者護基本療養費 (Ⅱ )

同一日に同一建物内の利用者2人まで

同一日に同一建物内の利用者が3人
以上の場合 (1人目より)

8,500円 /回訪間看護基本療養費 (Ⅲ ) 入院期間中の外泊時に訪間した場合

7, 670円 /月
13,230円 /月
刊0,030円 /月
3,700円 /月
3,OOO円 /日
2,500円 /日

機能強化型訪間者護管理療養費 1

機能強化型訪間看護管理療養費2
機能強イし型訪間看護管理療養費 3

訪間看護管理療養費司

訪間看護管理療養費2

訪間看護管理療養費

月の初日

月の 2日日以降

<力B筆 >

24時間対応体制加算
看護業務の負担軽減の取組を行つている場合

上記以外の場合

6,800円 /月
6, 520円 /月

特別管理加算
気管カニューレ、留置カテーテル等

在宅酸素、人工肛門、真皮を超える褥嬉等

5,OOO円 /月
2,500円 /月

難病等複数回訪間加算

1日に2固訪間した場合

(同一建物内の利用者が 3人以上の場合)

1日に 3回以上訪間した場合

(同一建物内の利用者が 3人以上の場合)

4,500円 /日
4,OOO円 /日
8,OOO円 /日
7,200円 /日

長時間訪間看護加算

特別訪間看護指示書対象者

特別管理加算対象者

通算 90/刀`を超える訪間の場合 (週 1回に限り、
15歳未満の超重症児又は準超重症児等への訪間
の場合週 3回に限り)

5,200円 /日

複数名訪間看護加算

厚生労働大臣が定める場合

看護師・香護師等 (週 1日まで) 4,500円 /日
4,OOO円 /日
3,OOO円 /日
2,700円 /日

(同一建物内の利用者が 3人以上の場合)

者護師 。その他職員 (週 3日まで)

(同一建物内の利用者が 3人以上の場合)

看護師。その他職員 1日に 1回 3,OOO円、2回 6,OOO円、3国以上 10,OOO円

同一建物内の利用者が 3人以上の場合 1日に¬回 2,7∞ 円、2回 5,4∞ 円、
3回以上 9,OOO円

緊急訪間看護加算
定期外で医師の指示により訪間 (月 14日 目まで)

定期外で医師の指示により訪間 (月 15日 日以降)

2,650円 /日
2,OOO円 /日

夜間・早朝訪間香護加算

深夜訪間看護加算

夜間 (18:00～22iOO)、 早朝 (6:∞～8:OO)

深夜 (22:∞～6:OO)

2, 100円 /日
4,200円 /日

退院時共同指導加算 ※ 1 8,OOO円 /回
特別管理指導加算 ※ 2 2,OOO円 /回

退院支援指導加算
※ 3

(90分を超える場合)

6,OOO円 /回
8.400円 /日

在宅患者連携指導加算 ※ 4 3,OOO円 /回
在宅恙者緊急時等カンフアレンス加算 ※ 5 2,OOO円 /回
琶護・介護職員連携強化加算 介護職員に防要な支援を行つた場合 2,500円 /月

乳幼児加算
6歳未満 (超重症児又は準超重症児等)

6歳未満

1,800円 /日
1, 300円 /日

専門管理加算 ※ 6 2,500円 /月
訪間看護医療DX情報活用加算 ※ 7 50円 /月

訪間琶護情報提供療養費 市町村等に情報を提供した場合 1, 500円 /月
ターミナルケア療養費 該当者のみ 25,OOO円
遠隔死亡診断補助加算 通信機器を用いて死亡診断の補助を行つた場合 1,500円
ベースアップ評価料 (I)
ペースアップ評価料 (Ⅱ )1～¬8

職員の賃金の改善を図る体制にある場合
780円/月

10～ 500円 /月
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3,OOO円 /回営業日以外の訪間 時間に関わらす。

2,600円 /30分長時間の訪間 通算 1時間 30分を超える訪間の場合

保険給付対象外の訪間 5,550円 /回

以後、片道司km増すごとに50円 す`つ加算。500円を限度とする。
100円 /回片道2km未満く交通費>

kmです。
※通常の事業実施地域を越えた場合 800円

あなたの事業所からの片

該当者のみ、実費 20,OOO円死後の処置

実費医療消耗品等 ステーションからお持ちした品

その他のサービス 規定の金額

当日訪間前までに連絡がなかつた場合 10割キャンセル料

<その他の料金>

入院中に病院等と共同し在宅療養上財要な指導を行つた場合

特別な管理を跡要とする方に対し退院時共同指導を行つた場合

退院日に在宅での療養上財要な指導を行つた場合

医療関係職種間で共有されたI情報を基に指導を行つた場合

診療方針の変更等に伴い、関係する医療従事者と療養上跡要な指導を行つた場合

専門の研修を受けた者護師が計画的な管理を行つた場合

電子資格確認により診療1情報を取得等した上で計画的な管理を行つた場合

※ 1

※2
※3
※4
※5
※6
※7

8.利用湘の支払方法
司ヶ月分をまとめて翌月請求書をお持ちします。支払は現金、自動ヨ1落、又は振込からの

選択となります。

・ 自動引落の場合、□座振替又は自動払込の申し込み後、翌月27日 (休日の場合、翌営業
国)よ り、自動引落となります。通帳上の表示は「医療法人純正会 (ジ ュンセイカイ)」
又は「ニコス」等となる場合がありますのでご了承ください。

・振込の場合、振込手数料はご負担をお願いします。

振込□座 :大垣共立銀行 東中島支店 普通 0417178 医療法人 純正会

9.個人I盾報の取り扱い
。当ステーションが業務上知り得た利用者やご家族の情報については、「個人情報保護に関

する法令」及び厚生労l動省が策定した「医療・介護関係事業所における個人
I情報の適切な

取り扱いのためのガイドライン」を遵守します。ご了解なしに他者に漏らすことはありま

せん。

・ なお介護サービスを適切かつ円滑に提供されるよう、主治医、関係市町村、又は介護保険

サービス事業者、介護保険施設等に1情報を提供することがあります。その場合は、事前に

同意書にてご了解をいただきます。

・訪間看護サービスの提供に関する諸記録は、その完結の日から5年間保存します。

10.香 護学生等の実習
当ステーションは、後輩育成のための教育実習 (研修)施設として、看護学生等の実習を
行います。学生の実習には、利用者の同意を得て看護職員との同行訪間をさせていただき

ます。

11.事 故が発生した場合
訪間看護サービスを提供するにあたり起こつた事故や損害については、速やかに利用者及

び市町村に連絡をするとともに、跡要な処置を講じます。 (当ステーションでは訪間看護

サービスを提供するにあたり起こった損害を補償する賠イ賞保険に加入しております。)

12.災 害時の対応
・地震、台風、豪雨による浸水、大雪などの受害時には、訪間ができないことがあります。

ご了承ください。

・訪間中に災害が発生した場合は、被害状況の把握に努め、可能な限り利用者と職員の安全

を確保した上で、管理者の指揮により、訪間看護の継続の可否を判断します。
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13. 当法人の概要
医療法人純正会

名古屋西病院           名古屋市中川区荒子二丁目40番地
東洋病院             名古屋市港区正保町三丁目38番地
」ヽ牧第一病院           小牧市中央五丁目39番地
名豊病院             豊田市竹元町荒子15
ソレイユ干種クリニック      名古屋市千種区二丁目22番 1号
介護者人保健施設太陽       名古屋市干種区二丁目22番 1号
グループホームサンハウス荒子   名古屋市中川区高畑二丁目274番地
有料老人ホームメディカルホーム荒子 名古屋市中川区荒子二丁目76番地
デイケアセンター太陽       名古屋市港区正保町三丁目38番地
デイサービスセンター太陽 。小牧   」ヽ牧市大字二重堀字中西浦768番地
デイサービスセンター太陽・高蔵寺  香日井市藤山台三丁目1番地の3
デイサービスセンター太陽・荒子   名古屋市中川区高文田二丁目274番地
訪間看護ステーション太陽     名古屋市中川区荒子三丁目76番地
居宅介護支援事業所太陽      名古屋市中川区荒〒三丁目76番地
訪間看護ステーション太陽・ 」ヽ牧   小牧市中央五丁目39番地 」ヽ牧第一病院2階
訪間看護ステーション太陽 。高蔵寺  春日井市藤山合三丁目1番地の3
居宅介護支援事業所太陽・高蔵寺   春日井市藤山台三丁目1番地の3
訪間看護ステーション太陽・千種  名古屋市千種区千種二丁目3番24号サンエースビル3階
居宅介護支援事業所太陽・干種   名古屋市千種区千種二丁目3番24号サンエースビル3階
訪間看護ステーション太陽・緑   名古屋市緑区六田一丁目250番地A号
居宅介護支援事業所太陽・緑    名古屋市緑区六田一丁目250番地A号
訪間看護ステーション太陽・豊田  豊田市竹元田」荒子15 名豊病院1階

14.苦 情相談窓□
・訪間看護サービスに関する相談や苦1盾は遠慮なく、当事業所までご連絡ください。

訪間看護ステーション太陽・豊田 担当 :伊藤 祥平 電話 :0565-53-9700
・ また、苦情の受け付けについては、市町村の窓□でも受け付けております。

豊田市役所              電話 i0565-34-6634
矢日立市役所              電話 i0566-95-0122
安城市役所

岡崎市役所

刈谷市役所

みよし市役所

東郷町役場

豊明市役所

電話 :

電話 :

電話 :

電話 :

電話 :

電話 :

0566-7司 -2290
0564-23-6647
0566-62-司 013
056司 -32-8009
0561-56-0735
0562-92-1261

愛知県国民健康保険連合会 (苦情相談窓□)電話 i052-971-4165
豊田市医療安全支援センター (医療保険) 電話 i0565-34-6776
医療に関する苦I盾相談センター (医療保険)電話 i052-24司 -4163

15.虐 待の防止のための措置
。当ステーションは、虐待の発生又はその再発を,′芭止するため、以下の措置を講じます。

虐待防止対策委員会  担当 :伊藤 祥平
(1)虐待 [′芭止対策委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周矢D徹底します。
(2)虐待防止のための指針を整備し、従業者に対し虐待防止のための研修を定期的に実施
します。

・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身

体的拘束等を行いません。身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録が義務付けられています。

16.「 介護サービス情報の′ム｀表」命」度
「介護サービス

I情報の
′ム`表」は、都道府県又は指定情報

′ム`表センターのインターネットホ

ームページで′ム`表されています (http:〃、ハー .kaigokensaku.mhiw.go.jD/)。
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個人情報の取扱説明書

1.個人情報の利用目的と範囲
「個人I盾報」とは、看護記録をはじめとした諸記録、訪間者護契約書、介護保険被保険者証、

健康保険被保険者証等、生存する個人に関する情報であつて、氏名・生年月日その他の記述

等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。

当ステーションでは、下記の目的に沿つて、業務上嚇要な範囲に限り1情報を利用し、下記

の目的以外には利用いたしません。

(1)訪間者護の提供に財要な事項
①医療・介護サービスの提供と、主治医への報告

②医療費・介護給付費等の審査支払機関への保険請求事務 (レセプトの提出、支払機関又は

保険者からの照会への回笞)

③厚生ガl動省や都道府県及び関係行政機関等による法令に基づく照会・届出・調査・検査・

実地指導等
④当ステーションが行う管理運営業務のうち「会計・経理」「ステーション管理」「事故の報

告」「当該利用者のサービス向上」等

⑤他の介護医療機関等 (病院、診療所、薬局、訪間看護ステーション、居宅介護支援事業者、

介護サービス事業者等)との連携
⑥他の介護医療機関からの照会への回笞

⑦訪間香護等にあたり、外部の医師等の助言・意見を求める場合

③利用料の集金業務の委託

③家族等への者護経過上の説明

⑩訪間香護体制の変更など訪間看護に関すること

⑪賠償責任保険等に係わる医療・香護に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等

⑫豊察署への駐車許可証の申請

(2)上記以外であつて医療機関としてあ要な事項
①当ステーションが行う管理運営業務のうち「医療・介護サービスや業務の維持改善のため

の基礎資料」「看護学生・研修生・ヘルメヾ―等の実習」「当ステーション内において行われ

る症例研究」

②住所や氏名の匿名化、顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないような配慮した上

での学会等への発表

③医療、介護関係諸機関の管理運営業務のうち「外部監査機関への情報提供」

④行政等への災害時安否確認情報提供

2.苦 情 。相談窓□
1の利用目的について、同意できないものがある場合は、下記の苦情・相談窓□にお申し

出ください。お申し出がない場合は、 1に掲げる利用目的について、同意が得られたものと

させて頂きます。お申し出は、ご本人叉は代理人に限らせて頂きます。ご本人又は代理人で

あることを証明するものとご印鑑をご持参ください。

なお、お申し出いただいた内容は、ご本人又は代理人の申し出で、いつでも変更できます。

苦情・相談窓□ <受付>伊藤 祥平
(苦情 。相談窓□では、個人情報保護に関する質問やご意見もお伺いいたします。)

3.個 人情報に係わる安全措置の概要
(1)当ステーションでは、個人情報保護管理者を定め、個人情報の保護推進を図つています。
(2)職員に対しては、個人情報保護についての教育研修を行うとともに、就業中はもとより
離職後も含めた守秘義務を課しておりまつ。

(3)個人I情報は、盗難等のラ防策を講じるとともに、不要となった個人データの破棄、消去に
あたっては、復元不可能な形にして破棄するようにしています。
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4.個 人情報の開示手続き
(1)訪間琶護記録等の個人情報の開示請求の窓回は、下記のとおりです。
<受付>伊藤 祥平
(2)開示請求の手続きは、下記のとおりです。
①ご本人又は代理人の申し出により、個人情報の開示を行います。

②開示することにより「本人又は第二者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそ

れがある場合」や「事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合」、

「他の法令に違反することとなる場合」については、法令に基づき全部又は一部の開示が

できません。

③開示にあたり説明を求められる場合は、町要に応じ職員が説明を行います。

(3)開示の費用 一件につき 3,OOO円の手数料がかかります。

5。 第三者提供の取り扱い

(1)患者の氏名や住所等の照会に関するI情報提供は、ご本人の承諸を得た上でのみ行います。
(法令に定める場合を除く)

(2)法の定めにより情報提供が求められた場合は、法律の定めに従つて対応しヽたします。

6.外部委託
当ステーションでは、次に据げる業務を外部に委託しております。委託にあたりましては、

下記の会社と守秘義務を締結しております。

利用料金の集金代行 三菱UF」 ニコス株式会社 (東京都文京区本郷3-33番 5号 )

加算について

1.緊急時訪間看護加算 【介護保険】・ 24時間対応体制加算 【医療保険】
当ステーションでは、利用者又はその家族から電話等により、看護に関する意見を求められた

場合に、常時対応できる体制を整え、夜間・休日・緊急時には、下記の電話番号に連絡してくだ

されば、香護師が応対、状況によっては時間に関わらず、看護師が訪間いたします。

なお、営業時間内は、看護師以外の職員が対応する場合がありますので、ご了翠ください。

その場合は、速やかに看護師へ報告を行い、看護師が改めて対応いたします。

また、24時間連絡できる体制のため、看護業務の負担軽減に資する十分な業務管理等の体制が
整備されている場合、緊急時訪間看護加算 (I)叉は24時間対応体制加算 (看護業務の負担軽減
の取組を行つている場合)を算定します。

≪夜間・休日連絡先 i070-1219-5827≫

<介護保険利用者>
・訪間した場合、居宅サービス計画を変更し、規定の訪間香護料の自己負担額が追加となります。

・一月に2回日以降の緊急訪間を行つた場合、時間帯により深夜・早朝夜間加算を算定します。
・介護保険外又は利用限度額を超えた分につきましては、介護報酬‖の保険相当額となりますので

あらかじめご了▼くください。

<医療保険利用者>
・訪間した場合、時間帯により深夜 。早朝夜間加算を算定します。

・営業日外 (土・ 日曜日、年末年始)の訪間は、規定の基本利用料の他に、1回につき3,OOO円
を付加し請求させていただきます。

・保険外の訪間は、司回につき5,550円を、営業日外に訪間した場合には、さらに上記の金額
(3,OOO円 )を付加し請求させていただきます。

□上記の加算について、説明を受け、同意しました。
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2.複 数名訪間加算 【介護保険】・ 複数名訪間者護加算 【医療保険】
当ステーションでは、複数の香護師等による訪間が嚇要な利用者に対しての訪間看護は、

下記に該当する場合、保険の適用となります。 (該当する番号に団を記入)

<介護保険利用者>
□ (1)身体的理由 (体重が重い等)により、一人の看護師等による訪間香護が困難と認め
られる場合

□ (2)暴力行為、著しい器物破損行為等が認められる場合
□ (3)その他の状況から判断して、 (1)または (2)に準すると認められる場合
<医療保険利用者>
□ (司 )厚生労 l動大臣が定める疾病の場合
□ (2)特別な管理を嚇要とする場合
□ (3)特別訪間看護指示期間であつて、指定訪間看護を受けている場合
□ (4)暴力行為、箸しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
□ (5)身体的理由により、一人の看護師等による訪間看護が困難と認められる場合
□ (6)その他の伏況から判断して、 (1)～ (5)のいすれかに準すると認められる場合

□上記の加算について、説日月亮香け、固煮 しま した。

3.訪 間看護体制強化加算 【介護保険】
当ステーションでは、下記に該当する場合、訪間看護体制強化加算を算定します。

(司 )前6月 について、利用者総数のうち、緊急時訪間看護加算を算定した利用者の割合が
50/司 OO以上
(2)前 6月 について、利用者総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の割合が20/
100以上
(3)前 12月 において、ターミナルケア加算を算定した利用者が、5篭以上の場合は、訪間
看護体制強化加算 (I)を、 1名以上の場合は、訪間香護体制強化加算 (Ⅱ )を算定
(4)従業者の総数のうち、看護職員の占める割合が60/100以上

□上記の加算について、説日月芥 Uけ 、 国煮 しま した a

4.訪 間者護サービス提供体制強イヒ加算 【介護保険】
当ステーションでは、下記に該当する場合、訪間看護サービス提供体制強化加算を算定

します。

(1)すべての香護師等に対し、看護師等ごとに研修計画を作成し、実施または実施ラ定で
あること

(2)利用者に関する情報、留意事項、技術指導を目的とした会議 (テ レビ電話等)を定期的
に開催すること

(3)すべての看護師等に対し、健康診断等を定期的に実施すること
(4)看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者が占める割合が30/100以上の場合
訪間看護サービス提供体制強化加算 (I)を、3年以上の者の占める割合が30/100
以上の場合、訪間者護サービス提供体制強化加算 (Ⅱ )を算定

□上記の加算について、説日月芥響け、同意 しま したぉ
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契約を証するために、本書 2通を作成 し、利用者、ステーシヨンが署名、捺印の上、
各 1通を保有するものとします。

サービス契約締結にあたり、契約書、重要事項説明書、個人情報取扱説明書、加算に

ついて、説明し、交付いたしました。

令不日 年 月 日

訪間香護事業者 所在地
法人名

事業所名

管理者

説明者

愛知県豊田市竹元町荒子15名豊病院1階
医療法人 純正会
訪間看護ステーション太陽・ 豊田

伊藤 祥平

私は、本書面に基づいて、ステーションから契約書、サービス内容、重要事項及び力D算の

説明を受け、訪間看護サービスを申し込み、提供開始に同意いたしました。

また、ステーションが、適切な訪間看護サービスを提供する際に知り得た、私や家族等の

個人情報を訪間看護サービスが円滑に提供されるよう、ステーションの「個人情報取扱説明

書」に基づいて利用されることの説明を受け、納得しましたので同意いたしました。

利用者 住  所

氏   名 E日

生年月日

電話番号

代理人 住  所

氏   名 E日

電話番号

利用者との関係

緊急連絡先① 氏 名 続柄

連絡先

緊急連絡先② 氏 名 続柄

連絡先

<署名代行の確認 >
私は、契約書、重要事項説明書、個人情報取扱説明書、加算について、利用者の意思

を私の責任で確認 した上で、本人に代わつて、上記の書面に署筈しました。

署名代行の理由  1.書 字困難 (寝たきり、麻瘤、握力低下、認矢B力低下など)
2.その他 (                     )
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